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一 

犀
潟
病
院
事
件
を
踏
ま
え
て
、
厚
生
省
は
本
年
十
月
八
日
か
ら
十
三
日
ま
で
全
国
の
精
神
療
養
所
及
び
精
神
病
床
を
有
す

る
国
立
病
院
・
療
養
所
三
十
六
施
設
に
対
し
緊
急
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
。 

有
識
者
の
意
見
を
総
合
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
違
法
な
医
療
の
実
態
は
氷
山
の
一
角
で
あ
り
、
実
際
に
精
神
病
院
で
の
人
権

侵
害
事
案
は
後
を
断
た
な
い
。 

患
者
の
人
権
を
守
り
、
精
神
科
医
療
の
良
質
か
つ
適
切
な
執
行
に
資
す
る
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。 

（
三
） 

こ
の
た
び
の
国
立
病
院
・
療
養
所
三
十
六
施
設
の
実
態
調
査
に
つ
い
て
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
か
ど
う
か
は
未

定
と
の
こ
と
だ
が
、
精
神
科
医
療
の
適
正
な
執
行
に
資
す
る
た
め
に
は
当
然
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。
見
解
を
伺
う
。 

（
二
） 

一
年
分
と
い
う
今
回
の
調
査
期
間
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。
医
療
法
上
の
診
療
録
の
保
存
義
務
で
あ
る

五
年
分
を
調
査
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
見
解
を
伺
う
。 

（
一
） 

厚
生
省
が
今
回
の
実
態
調
査
で
隔
離
や
身
体
拘
束
に
つ
い
て
調
査
す
る
対
象
を
一
年
分
と
し
た
理
由
は
何
か
。 

本
年
五
月
に
国
立
療
養
所
犀
潟
病
院
の
精
神
科
病
棟
に
お
い
て
、
身
体
拘
束
中
の
患
者
が
窒
息
死
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。 

精
神
科
医
療
の
実
態
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

ま
た
、
そ
の
結
果
を
本
質
問
主
意
書
の
答
弁
と
し
て
明
ら
か
に
せ
よ
。 

三 

 



 

二 

文
部
省
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
精
神
病
床
を
持
つ
国
立
、
公
立
、
私
立
の
大
学
医
学
部
付
属
医
療
機
関
は
合
計
で
八
十
四
施 

設
で
あ
る
。 

（
二
） 

国
の
医
療
を
リ
ー
ド
す
べ
き
国
立
病
院
・
国
立
療
養
所
で
あ
っ
て
も
今
回
の
犀
潟
病
院
の
よ
う
な
事
件
が
起
こ
っ

た
が
、
大
学
医
学
部
付
属
医
療
機
関
で
あ
っ
て
も
同
様
な
事
案
が
起
こ
っ
て
い
る
蓋
然
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
一
） 
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
お
け
る
、
精
神
保
健
指
定
医
の
数
を
回
答
せ
よ
。 

⑤ 

入
院
患
者
等
の
電
話
、
信
書
、
面
会
等
の
制
限
に
つ
い
て 

つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
八
十
四
施
設
に
お
い
て
、
精
神
保
健
福
祉
法
及
び
厚
生
省
令
の
違
反
事
案
が
直
近
五
年
間 

（
仮
に
調
査
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
厚
生
省
と
同
様
に
最
低
一
年
間
）
に
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
以
下
の
事
項
を
中

心
に
調
査
し
、
回
答
せ
よ
。 

④ 

入
院
患
者
の
身
体
拘
束
に
つ
い
て 

③ 

入
院
患
者
の
隔
離
に
つ
い
て 

② 

医
療
保
護
入
院
実
態
に
つ
い
て 

① 

措
置
入
院
制
度
の
運
用
実
態
に
つ
い
て 

四 

 



 

 

五 

三 

さ
ま
ざ
ま
な
違
反
事
案
が
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
法
に
基
づ
い
た
適
正
な
精
神
科
医
療

を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
認
識
を
伺
う
。 

右
質
問
す
る
。 


